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第１条（目的）
中小企業者に対する受注機会の確保を図り
中小企業の発展に資する
第２条（定義）
　国等：各省各庁、公庫等
　中小企業者：政令に基づき一部範囲の拡大
第３条（受注機会の増大の努力）
　国等の受注機会増大の努力（組合の活用）

第５条（実績の概要の通知）

　各省大臣の経済大臣への契約実績の通知

第６条（各省庁等に対する要請）

　経済大臣への受注機会の増大の要請

第７条（地方公共団体の施策）

　国に準じた受注機会増大の努力

官公需施策と官公需適格組合

特集　官公需施策と官公需適格組合

特集特集特集特集 官公需施策と官公需適格組合
　中小企業の振興策としては、金融面や税制面による経営基盤強化のための支援、補助金による技術開発
支援等がありますが、中小企業が製造している製品や提供しているサービスの需要を拡大していくことも
非常に効果的な支援となります。こうした考え方から設けられたのが「中小企業者の官公需受注機会増大
のための施策」（官公需施策）です。この「官公需施策」についてまとめたものが下記の表です。
　また、官公需とは、政府や地方公共団体が社会インフラの整備や行政事務の推進のために行う工事、物
品やサービスの購入のことで、平成20年度において国等の機関（各省庁と公庫、独立行政法人等）では、
８兆2,651億円の発注が予定されています。

官公需施策の概要

中小企業基本法

官　公　需　法

第４条（契約の方針の作成等）

　国等の契約の方針の作成、閣議決定、公表

１　情報提供の促進
２　中小企業官公需特定品目等の発注情報等
の提供及び受注機会の増大
３　官公需適格組合等の活用
４　指名競争契約等における受注機会の増大
５　中小企業者への説明の徹底
６　銘柄指定の禁止
７　分離・分割発注の推進
８　計画的発注の推進及び労働時間短縮への
配慮

９　価格と品質が総合的に優れた調達の推進
10　地方支分部局等における地元中小企業者等
の活用
11　中小建設業者に対する配慮
12　技術力のある中小企業者に対する入札参加
機会の増大
13　新規開業者に対する受注機会の増大に向け
ての措置
14　調達手続に関する簡素・合理化
15　中小企業者の自主的努力の助長

契約の目標 契約の方針 施策の推進
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特集　官公需施策と官公需適格組合

「官公需法」のポイント

　国では、官公需を中小企業が受注し、経営の強化に役立てていけるよう「官公需についての中小企業者
の受注の確保に関する法律」（官公需法）を定め、中小企業に官公需の受注機会をできるだけ多く与える
ために国が講ずべき措置等について、次のように定めています。
　①国、独立行政法人等の調達において中小企業者の受注機会の増大を図ること
　②契約の相手方として“組合”を活用するよう配慮しなければならない
　③「中小企業者に関する国等の契約の方針」を作成し、閣議決定を行い、公表
　④中小企業庁は、「中小企業者の受注機会の増大のための措置に係る措置状況」を公表
　⑤地方公共団体についても、国の施策に準じて必要な施策を講ずるよう努めなければならない

官公需適格組合について

　官公庁が、事業協同組合等を積極的に活用するための便宜として、官公需の受注に対し意欲的であり、
かつ受注した案件は、十分に責任を持って納入できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企
業庁（経済産業局及び沖縄総合事務局）が証明する官公需適格組合制度があります。
　この証明を受けられる組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、以
下に定められた基準を満たしていることが必要です。

【物品・役務関係組合の証明基準】

イ．組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
ロ．官公需の受注について熱心な指導者がいること
ハ．常勤役職員が２名以上いること
ニ．共同受注担当役員及び共同受注委員会が設置されていること
ホ．共同受注した案件に関し役員と担当組合員が連帯して責任を負うこと
ヘ．検査員を置くなど検査体制が確立されていること
ト．組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること

（物品関係業種）繊維、家具、印刷、石油、事務用品、生コン　他
（役務関係業種）設計、測量、自動車整備、運輸、建物サービス　他

【工事関係の証明基準】

上記の基準に加えて、さらに以下の事項を満たすこととなっています。
チ．共同受注事業を１年以上行っており、相当程度の受注実績があること
リ．工事１件の請負代金の額が1,500万円（電気，管工事等は500万円）以上のもの
を受注しようとする組合は、常勤役員が１名以上、常勤職員が２名以上おり、そ
の役職員のうち２名は受注しようとする工事の技術者であること
ヌ．総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全
体が契約通りに施行される体制が整備されていること

（工事関係業種）土木、建設、建築、電気、管、造園　他
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特集　官公需施策と官公需適格組合

官公需適格組合の活用及び申請手続き

【受注機会の増大の努力（組合の活用）】

　官公需法第３条において「国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若
しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の支払をすべきもの（以下「国等の契約」
という。）を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を
図るように努めなければならない。この場合においては、組合を国等の契約の相手方として活用するよう
に配慮しなければならない。」と定められています。

【官公需適格組合の活用】

　また、毎年度閣議で決定される「中小企業者に関する国等の契約の方針」においては「国等は、官公需
適格組合をはじめとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。」としています。
　さらに、「国等は、官公需適格組合制度について、官公需適格組合の発注機関別受注実績を公表するほ
か、各省各庁等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、当該制度の一層の周知徹底に努めるもの
とする。また、国は、地方公共団体に対する当該制度の一層の周知に努めるものとする。」と明示してい
ます。

【官公需適格組合証明申請手続き】

中央会への提出 ●物品納入等に係る事実確認申請
経済産業局に証明申請を行おうとする日の10日前までに、証明
申請書３通（正１通・副１通・中央会用１通）に添付書類各３
通を添えて、主たる事務所の所在する都道府県の中小企業団体
中央会に提出する。
●工事に係る事実確認申請
経済産業局に証明申請を行おうとする日の20日前までに、証明
申請書３通（正１通・副１通・中央会用１通）に添付書類各３
通を添えて、主たる事務所の所在する都道府県の中小企業団体
中央会に提出する。

●中央会は、証明申請書及び添付書類の記載事項が真正であると
確認した場合には、その旨を申請書の下欄に記載し、当該確認
済申請書を申請組合に返還する。
●中央会は、当該事実確認を行う場合、実地の調査等を実施し、
調査内容について経済産業局に報告する。

●物品納入等に係る証明申請
　添付書類各２通（正１通・副１通）を添えて、証明書の有効期
間の始期として希望する20日前までに、その主たる事務所の所
在する地域を管轄する経済産業局に提出する。
●工事に係る証明申請
　添付書類各９通（正１通・副８通）を添えて、証明書の有効期
間の始期として希望する30日前までに、その主たる事務所の所
在する地域を管轄する経済産業局に提出する。

次ページからは、官公需共同受注で成果を上げている組合を３組合紹介します。

中央会の事実確認

証明の申請
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特集　官公需施策と官公需適格組合

事例紹介（１）（工事）

〔１. 官公需受注事業実施の経緯〕

⑴　取り組みの動機・経緯等

　官公需の受注は、組合設立当初から柱の一つである。当組合では設立２年後の平成７年に建設業の許
可を取得し、組合が契約の主体となって共同受注が可能な体制を整え、国・県・市町村への入札参加資
格申請を行い、指名を待っていたが、指名されるまでには時間を要した。
　そこで、沖縄県中小企業団体中央会の指導を受けて、官公需適格組合証明の申請を行い、平成10年10
月に証明を取得することができた。

⑵　事業実施上の問題点とその克服

　官公需適格組合証明を受けるにあたり、過去の受注実績が少なかったため、実績の確保が問題となっ
た。組合は工事を受注できる組織ではないというのが当時の行政庁の認識であったため、組合員が協力
して、個々が受注可能な案件でも極力組合の共同受注として実績を積み重ねることとした。

⑶　組合員等に対する啓蒙・普及活動

　平成15年５月頃より、組合による共同受注事業とはどのようなものなのかについて、県の土木課の担
当官を交え勉強会を開催し、組合員等に対する共同受注事業の啓蒙・普及活動を実施してきた。
　この勉強会を機に沖縄県の土木建築部より、「官公需適格組合に係る総合点数の算定方法等に関する
特例措置」の適用が明確に打ち出され、組合の評価基準として組合員企業実績の合算により総合点数が
算出されることとなった。これは、勉強会における組合員の真摯な姿勢が評価された結果である。

⑷　発注機関等との交渉

　全国中小企業団体中央会作成の官公需適格組合関係のパンフレットを持参し、組合の PRに努めてい
る。また、組合では独自にカラー版の「組合の概要」「石造カタログ」（Ａ４版　総ページ数94ページ、
沖縄県地場産業振興事業補助金を活用）等を作成して、発注機関との交渉時の説明資料で活用している。

〔２. 官公需共同受注事業を実施したことによる効果〕

　①組合員の受注高の増加
　②下請ではなく元請として受注できる機会が増加
　③組合員企業の技術力の維持・向上
　④土木工事としての発注の石材工事部分について専門性を評価して分離発注

組 合 名：沖縄県石材事業協同組合
住　　所：沖縄県浦添市牧港５‒６‒８
組合員数：７名
主な受注内容：石工事並び土木工事・建設工事及び造園工事
主な受注機関：沖縄県及び県内自治体
第１回官公需適格組合証明取得：平成10年10月
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特集　官公需施策と官公需適格組合

事例紹介（２）（役務）

〔１. 官公需受注事業実施の経緯〕

⑴　取り組みの動機・経緯等

　平成２年の福岡国体の際に交通誘導の警備業務を受注したのをきっかけに、国の制度である“官公需
適格組合制度”を活用して組合員の受注拡大を目指すこととなった。

⑵　事業実施上の問題点とその克服

　組合が受注する警備業務は受注警備や交通整理等の人手依存型の業務が多いが、昨今の人手不足によ
り組合員は警備員を確保するのに苦労しており、受注をこなすのが難しくなっている。組合では、①組
合に集まる顧客からの苦情を組合員が共有することによる業務の改善、②組合で主催する各種研修事
業、③「中小企業人材確保推進事業」等各種補助事業を活用した人材確保事業、等を通じて社会的信頼
度の向上を目指すことにより、従業員確保の道が拓けるよう努めている。

⑶　組合員等に対する啓蒙・普及活動

　組合員全社に「ビジネスマニュアル」や「救急マニュアル」を組合で作成・配布するなど、警備員の
資質向上のための教育サポートを実施するほか、「電子入札」「個人情報保護法」「指定管理者制度」等
時代のニーズに十分応えることのできるように研修会を開催するなど啓蒙・普及活動に力を入れている。

⑷　発注機関等との交渉

　国・市が直接実施する案件については交渉の余地はなく、市等が発注する案件のうち、イベント警備
等実施主体が市等以外の場合には、価格交渉を受注窓口となった組合または組合員にて行っている。

〔２. 官公需共同受注事業を実施したことによる効果〕

⑴　当組合の組合員は地場中堅の警備業者で国の等級区分はＣ，Ｄクラスが多い（県の等級区分はＡまた
はＢ）。一方、組合は等級Ａ（県の等級はＡＡ）を取得していることから、組合員が単独では受注でき
ない事業についても組合が受注できることから組合員の受注機会が拡大する。
⑵　民間の場合、契約形態は１週間程度のスポット契約が多いが、官公需の場合は１～３年の長期にわた
る契約も多く、組合員の資金繰りの安定に資する。また、民間受注においては売掛金を回収できない
ケースもあるが、官公需においては回収不能が発生しないことから、組合員は資金繰りを立て易くなる。
⑶　組合で受注すると苦情は組合にくることから、組合での勉強会等を通じて顧客満足の向上に向けた業
務の改善が図れる。

組 合 名：福岡県警備業協同組合
住　　所：福岡市中央区大名２丁目４番31号
組合員数：28名
主な受注内容：警備業
主な受注機関：①（国等）厚生労働省、国土交通省
　　　　　　　②（地方公共団体）　福岡市、北九州市
第１回官公需適格組合証明取得：平成４年12月
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特集　官公需施策と官公需適格組合

事例紹介（３）（物品）

〔１. 官公需受注事業実施の経緯〕

⑴　取り組みの動機・経緯等

　第一次オイルショックが収束に向かっていた昭和51年に佐賀医科大学（現佐賀大学医学部）が開学す
るにあたって、同大学の重油等の安定供給の要請があり、昭和52年２月官公需適格組合の資格証明を取
得。昭和54年度に佐賀医科大学より、官公需適格組合として初めて、93万9,000円の受注を得た。
　その後年々増加の一途を辿り、ピークの昭和60年度には約５億3,000万円の受注を得た。近年は灯油・
重油等の一般競争入札導入の流れが拡大し、組合における受注はガソリンスタンドでの給油が中心と
なってきており、ここ数年の受注金額は２億円台半ばとなっていた。しかし平成の大合併に伴う市町村
からの受注増により、平成18年度の受注金額は４億2,000万円までに回復している。

⑵　事業実施上の問題点とその克服

　また、自治体の財政悪化から、発注先は灯油・重油について一般競争入札の動きが加速している。重
油・灯油は手間がかからず販売量が多いことから価格競争力のある大手企業に有利となる。結果として
他県大手の業者が落札し、手間のかかるものを地元が供給することになっており、現在、対応に苦慮し
ている。

⑶　組合員等に対する啓蒙・普及活動

　「ＳＳスタッフ教育セミナー」（従業員等対象）及び「ＳＳ経営者高度化セミナー」（経営者等対象）。

⑷　発注機関等との交渉

　年度初めにおける契約交渉及び市況変動に伴う年度途中での変更契約交渉。

〔２. 官公需共同受注事業を実施したことによる効果〕

　全県下を網羅した供給体制で対応することにより発注サイドにとって利便性の高いサービスを提供し、
組合員企業が安定した受注を得ることができる。
　平成の市町村大合併に際しては、ガソリン・灯油等に関する手配・発注業務の取り扱いが各市町村でま
ちまちであったことから、合併後の混乱を避けるために市町村から当組合へ一括発注することにより解決
が図られた。
　発注側と契約を結ぶための説明資料として、組合では全国ベース、地元の価格動向を調査しているが、
これを組合員に還元することにより、個々の組合員のマーケティング活動に役立っている。

組 合 名：佐賀県石油協同組合
住　　所：佐賀市川原町８番27号
組合員数：176名
主な受注内容：石油販売業
主な受注機関：①（国等）国出先機関
　　　　　　　②（地方公共団体）佐賀県庁、佐賀市　等
第１回官公需適格組合証明取得：昭和52年2月
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トピックス

中小企業の金融環境に関する調査結果
～借入難易度悪化～

　当中央会は、情報連絡員45名に、所属する組合の組合員の全体的な金融環境の調査（調査時点は11月末
現在、前年同時期と比較）を依頼し36名から回答がありました。その調査結果を報告致します。

【ポイント】

・前年同時期と比べて、半数が借入難易度が悪化と回答。金利水準も約３割が上昇と回答。
・中小企業の金融環境は厳しくなっている。特に、木材・木製品、小売業、商店街、建設業などで悪化し
ている。
・運転資金の借入金は約４割が増加と回答。設備資金の借入金は約３分の１が減少と回答。
・担保価値は約６割が減少と回答。
・原油及び原材料の価格は一時期に比べ落ち着きを取り戻してきたとは言うものの、運転資金の借入は増
加傾向にある。その一方で、景気の先行き不透明感もあり、設備投資には慎重。

借入難易度 金利水準

担保価値

運転資金の借入金の増減

設備資金の借入金の増減

悪化
50.0％

低下
5.6％

上昇
27.8％

不変
66.6％

不変
52.7％

減少
5.6％

増加
41.7％

減少
58.3％

不変
41.7％

増加
0.0％

増加
5.6％

減少
36.1％

不変
58.3％

不変
47.0％

改善
3.0％

【組合員の資金繰りを巡る動向等についての報告】

　一時期の原油・原材料価格高騰に関する報告は見られなくなったものの、資金繰りの厳しさに関する報
告が目立つ。例えば、設備投資を行わなければならないのだが、売上の減少・担保力の低下などで資金繰
りに苦慮しているなどの報告があった。また、貸出態度が厳しくなっているケースが多く見られるように
なり、融資先の選別が進んでいるとの報告もある。
　また、今回、特に建設業などでの資金繰りの悪化に関する報告が目立った。公共工事減少が企業の資金
繰りにも大きな影響を与え始めている。
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中央会の動き

地域力連携セミナー

　国は、平成20年度の中小企業施策として、地域の中小
企業が持つ底力を十分に発揮できるよう、「地域力連携
拠点」事業を開始した。
　本会は、全国316ヶ所の地域力連携拠点のひとつとし
て、企業力強化セミナーを事業開始から12月にかけて、
鹿児島市で計８回・奄美市で計４回開催した。テーマは
経営革新・ITを活用した経営管理・地域資源活用・農
商工連携など多分野に及び、毎回それぞれの専門分野の
講師が講義を行った。
　11月14日には鹿児島市の宝山ホールにて、中小企業診
断士の高島利尚氏が「企業存続のために何をすべきか」
と題し経営革新について講演。成長し続ける強い企業を
目指してほしいと述べた。
　また、12月２日、宝山ホールでは「売上アップ・経営
改革につながる IT活用」と題し、ITコーディネータの
土方千代子氏が、最新の ITを活用した経営改革事例を
参考に分かりやすく説明を行った。
　それぞれのセミナー終了後は、講師に質問をする出席
者の姿も見られ、出席者の関心も高かった。

11/14「経営革新についての講義」講師の高島利尚氏

12/2「IT 活用についての講義」講師の土方千代子氏
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中央会の動き

改正組合法講習会を開催

　　昨年４月に施行された「改正組合
法」に伴い、12月４日（木）に鹿児島
市のかごしま県民交流センターにて
「改正組合法講習会」を開催した。
　当日は、鹿児島市内の組合関係者お
よそ100名が集まるなど、今なお改正組
合法への関心が非常に高いことをうか
がわせた。
　講習会では、まず『新しい中小企業
組合制度への対応のための100問100答』
（全国中小企業団体中央会編）を使用
し、｢役員の任期の変更 ｣「利益相反取
引について」「監事の権限拡大」「総会・
理事会の議事録について」「共済事業に
ついて」など、実際の組合の業務に即した説明が行われた。またこの後、実際の財産目録等を使い、より
具体的な説明がなされた。
　講習会終了後も、個別に様々な質問があり、出席者の積極的な姿勢が見られた。

いづろ通り新アーケード完成

　12月５日（金）から７日（日）にかけて鹿児島市の天文館いづろ通りで、新アーケードが完成したこと
を祝し記念セレモニーが行われた。初日は、いづろ商店街振興組合の川井田保夫理事長より挨拶があった
後、アーケードに複数設置されたくす玉が一斉に割られ完成を祝った。また、６日と７日はパレードやラ
イブコンサートが催され、多くの人出でにぎわった。
　なお、新アーケードは、「商店街ショッピングモール化事業」の一環として整備されたものであり、総
延長は約580ｍに及ぶ。また、安心安全な街づくりを実現するために、国道をまたぐ２箇所へのアーケー
ド新設（設置はそれぞれ国内２番目、３番目になる）・広い歩道・オープンテラス風の開放的な天井など
を特徴としている。
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中央会の動き

第１回官公需問題懇談会

　12月10日（水）、鹿児島市の「ホテルウェルビューかごしま」
で「平成20年度第１回官公需問題懇談会」を地域の管工事組合
と官公需適格組合を対象に開催した。
　懇談会はまず、出席した各組合及び行政機関から自己紹介が
あった後、熊本県の山鹿市管工事業協同組合の有働建蔵理事長
により「組合開発の管路システムの納入と共同受注」をテーマ
に講演が行われた。
　具体的な取り組みに関し、「山鹿市水道局に納入した当組合
開発の管路システムは、これまで紙台帳で管理されてきた本
管、バルブ、住民の情報等をコンピュータ上で管理できるよう
にしたものである。常に変動する情報の鮮度が保たれ、また、
それらを基にした新たな発展システムが期待できる。」と述べ、
「今後も山鹿市の水道環境をより良くする提案をしていきた
い。」と締めくくった。
　また、この後の意見交換では、組合側から「今回の事例は非
常に参考になった。」「行政側には、組合の状況等をもっと把握
してほしい。」など出席者の活発な発言が目立った。
　なお、来年２月に第２回官公需問題懇談会を予定している。

懇談会の様子

講演する山鹿市管工事業 ( 協 ) 有働理事長
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インフォメーション

融資保証金詐欺が多発しています！！ 

鹿児島県警よりのお知らせです。

　鹿児島県内では、振り込め詐欺被害の約５割が融資保証金詐欺です。実際には融資しないにも関わらず、
融資をすると勧誘し、保証金等を名目に現金を振り込ませるなどの手口です。

・正規の貸金業者は融資する前に保証金や保険料等を要求しない。
・実在する金融機関や貸金業者などを装って融資話を持ち掛けたりするので注意が必要。
・低金利、即融資等の甘い話には特に注意。

　被害者の年齢層や男女比に特徴はありません。また、被害者の98%が債務者です。被害にあわないよ
うに注意しましょう。

中小企業向け融資についてのお知らせ（金融庁より）

【中小企業向け融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置】
　融資条件（貸出条件）の緩和を行っても、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画があれば貸出条件緩
和債権には該当しないとの取扱いについて、以下のとおり監督指針及び検査マニュアルを改訂。
　金融機関がより柔軟に条件緩和に応じることができるような環境を整備する。
●現状
　抜本的な経営再建計画について「概ね３年後の債務者区分が正常先となること」を要件として記載。
●今回の改定では、
　中小企業は経営改善に時間がかかるとの特質を踏まえ、「概ね３年」について企業の規模に応じた延
長が認められる旨記載、　等。

　その他内容及び詳細については、金融庁ホームページ（http://www.fsa.go.jp/）をご参照下さい。



九州電力株式会社鹿児島支店
〒890-8558 鹿児島市与次郎 2-6-16　TEL 099-253-1120　http://kagoshima.kyuden.co.jp/

●最寄りのお問い合わせ先
　出水営業所　0120-986-801　　　加世田営業所　0120-986-805
　川内営業所　0120-986-802　　　鹿屋営業所　0120-986-806
　霧島営業所　0120-986-803　　　熊毛営業所　0120-986-807
　鹿児島営業所　0120-986-804　　　奄美営業所　0120-986-808
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ま
た
、
特
に
９
年
前
か
ら
杜
氏
に
よ
る
原
料
厳
選
に

力
を
入
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
毎
年
開
か
れ

て
い
る
鹿
児
島
県
本
格
焼
酎
鑑
評
会
に
お
い
て
当
組
合

の
製
品
が
こ
の
９
年
間
で
三
度
、
優
等
賞
代
表
を
獲
得

し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
県
内
外
で
展
示
会
・
試
飲
会
等
を
開
催
し

て
お
り
、
消
費
者
等
の
反
応
を
把
握
し
製
品
作
り
に
活

か
し
て
い
ま
す
。

■
業
界
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？

　

最
近
の
業
界
は
、
一
時
期
の
「
焼
酎
ブ
ー
ム
」
が
去

り
、
落
ち
込
み
が
目
立
ち
始
め
ま
し
た
。

　

昨
年
春
以
降
、
焼
酎
販
売
量
等
は
高
い
水
準
で
の
落

ち
着
き
を
見
せ
て
い
ま
し
た
が
、
昨
年
７
月
の
焼
酎
業

界
の
値
上
が
あ
っ
て
以
来
、
一
部
の
蔵
で
販
売
量
減
少

の
傾
向
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
業
界
の
一
部

減
少
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
原
油
・
原
材

料
価
格
の
高
騰
が
進
み
始
め
た
今
年
の
５
月
以
降
で

す
。
た
だ
、
そ
れ
以
上
に
、
最
大
の
要
因
と
考
え
ら
れ

る
の
は
、
よ
り
値
段
の
安
い
混
和
酒
（
比
較
的
安
い
「
連

続
式
蒸
留
焼
酎
」
を
混
ぜ
た
製
品
）
の
需
要
が
高
ま
っ

て
き
た
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
今
後
、
中
国
等
、
海
外
か
ら
の
よ
り
安
価
な

焼
酎
の
流
入
が
加
速
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

大
手
ビ
ー
ル
メ
ー
カ
ー
、
日
本
酒
メ
ー
カ
ー
等
が
焼
酎

部
門
を
大
幅
に
拡
大
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
当
業
界

を
取
り
巻
く
環
境
は
一
段
と
厳
し
い
も
の
が
予
想
さ
れ

ま
す
。

■
最
後
に
ひ
と
こ
と

　

今
後
も
「
信
頼
で
き
る
製
品
の
確
立
」「
消
費
者
ニ
ー

ズ
へ
の
対
応
」
を
心
掛
け
、
よ
り
良
い
製
品
造
り
に
励

ん
で
い
き
ま
す
。
ま
た
、
安
心
安
全
な
商
品
の
販
売
を

心
掛
け
る
と
共
に
、
地
域
の
食
品
業
界
の
一
員
と
し
て
今

後
も
環
境
等
に
一
層
配
慮
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

取
材
メ
モ

　

敷
地
内
に
入
り
、
ま
ず
感
じ
た
の
が
ゴ
ミ
が
全
く
落

ち
て
お
ら
ず
、「
き
れ
い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
総
務
部
長
か
ら
環
境
へ
の
配
慮
も
大
切

と
の
話
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
良
い
製
品
を
つ
く
り
た

い
」
と
い
う
組
合
の
強
い
思
い
が
表
れ
て
い
る
と
感
じ

ま
し
た
。

事務局インタビュー

組合事務局
　　インタビュー
組合事務局
　　インタビュー 20

第

回

総務部長

佐藤　正秀氏

組合の概要
　●代表理事　北山　幸男
　●所 在 地　鹿屋市白崎町21-1
　●組合員数　10人
　●出 資 金　100,000,000円

大海酒造協業組合
■
組
合
の
沿
革
を
教
え
て
く
だ
さ
い

　

当
組
合
は
昭
和
50
年
６
月
19
日
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
当

時
は
日
本
全
国
で
様
々
な
公
害
問
題
が
発
生
し
、
環
境
基
準

が
厳
し
く
な
っ
て
き
た
時
期
で
あ
り
、
焼
酎
製
造
過
程
で
ど

う
し
て
も
発
生
す
る
廃
液
の
処
理
を
よ
り
完
ぺ
き
に
す
る
必

要
性
に
迫
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
川
に
近
い
と
こ
ろ
で
は

真
水
に
近
い
状
態
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た

だ
し
、
廃
液
処
理
設
備
を
整
備
す
る
た
め
に
は
多
額
の
費
用

が
か
か
り
、
一
つ
の
蔵
・
一
つ
の
会
社
で
は
ど
う
し
て
も
難

し
い
面
が
あ
っ
た
た
め
、
九
つ
の
蔵
と
一
つ
の
会
社
が
集
ま

り
一
つ
の
工
場
を
作
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

経
緯
が
あ
り
設
立
さ
れ
た
の
が
当
組
合
で
す
。

　

今
日
に
お
い
て
も
環
境
に
配
慮
す
る
姿
勢
は
変
わ
っ
て
お

ら
ず
、
こ
れ
は
、
環
境
へ
の
配
慮
が
欠
け
る
と
製
造
へ
の
配

慮
も
欠
け
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

■
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
・
活
動
を
教
え
て
く
だ
さ
い

　

組
合
で
行
っ
て
い
る
主
な
事
業
と
し
て
、
大
き
く
分
け
て

次
の
４
つ
が
あ
り
ま
す
。

　

①
問
屋
、
一
部
小
売
店
へ
の
課
税
酒
出
荷
、
②
未
納
税
酒

（
麦
）
の
移
出
、
③
各
種
展
示
会
等
へ
の
出
品
、
試
飲
、
④
各

種
行
事
等
で
の
試
飲
会
。

　

ま
た
、
市
場
調
査
に
基
づ
き
消
費
者
か
ら
の
声
を
反
映
し

た
製
品
の
開
発
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
」
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
開
発

に
よ
る
新
製
品
と
し
て
、
３
月
17
日
に
「
蒼
々
（
そ
う
そ
う
）」

を
発
売
し
ま
し
た
。
芋
の
特
徴
が
良
く
出
て
お
り
飲
み
や
す

く
、
売
れ
行
き
も
好
調
で
す
。
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業界情報

業界情報（平成20年11月情報連絡員報告）
製 造 業

味噌醤油製造業
需要の回復が乏しい中ではあるが、年末に向けての準
備を始めたメーカーも出てきた。経済全体が後退気味
だが、冬らしい寒さが到来し、みそ・しょうゆの需要喚
起につながることを期待したい。
酒類製造業

（平成20年10月分データ。単位㎘・%）
区　分 H19.10 H20.10 前年同月比
製成数量 31,064.0 30,802.1 99.2

移 出
数 量

県内課税 5,329.5 5,354.0 100.5
県外課税 7,384.4 7,576.2 102.6
県外未納税 4,856.3 5,780.3 119.0
在庫数量 254,429.6 253,558.4 99.7

漬物製造業
原料在庫のないところが多い。
蒲鉾製造業
今月は大会（催し）等が多く、旅行客も増え、土産品が
デパート・各売店などで良く売れた。全体でみると前年
同月比５％の伸びである。原材料のスリミの相場は特上
品の値は変わらず、C級が少し安くなった。ただし、全
体としては原材料が高い状態であり、利益の出る業者は
少ない。
鰹節製造業
最も高かった時期の原料で製造した製品を持っている企
業がまだ多く、在庫量も多い。処分すると収益が非常に
悪くなる。また、業界としても悪い状況が続いている。
菓子製造業
相次ぐ原料価格上昇により原価は高くなるが、製品売価
には転嫁しがたいうえ、売上不振で各店の悩みは多いよ
うである。また、事故米被害を受けた店舗に対し政府も
救済の手を伸ばしているが、風評被害が収まるにはまだ
時間を要するようである。
大島紬織物製造業
12月２日～３日本場大島紬フェスティバル（名古屋市）、
15日～21日大島紬試着体験・展示会、20日着付教室第一
期生修了式。
本場大島紬織物製造業
平成20年11月の検査反数は982反であり、対前年度比430
反減の69.5％であった。
木材・木製品製造業
年末間近になっても動きはなく、先行き懸念から荷動き・

価格共に低迷が長期化している。さらに、スギ・ヒノキ・
丸太はこのところ1000円安の相場となっている。
素材生産業・製材業・材木卸売業
米国経済の急激な悪化により我が国経済が失速しつつあ
る中で、木材産業と密接に関わっている新設住宅着工数
は、急減した前年を上回っているものの本格的回復には
程遠い。円高・国外新設住宅着工数の減少に伴う輸入木
材の攻勢激化や製紙生産抑制等による木材需要の減少・
材価低迷が続く中で、本県木材業界はさらなる厳しい局
面を迎えつつある。なお、政府は森林の二酸化炭素吸収
や木材使用による温暖化防止機能の経済的評価を行い、
新たな視点による助成策を進めようとしており、今後を
注視しているところである。
生コンクリート製造業
出荷量169,329立米（対前年比82.9％）。特に減少した地
域は、串木野、川薩、宮之城、大隅、種子島。特に増加
した地域は、加世田、南隅。また、官公需112,546立米（対
前年比81.8％）、民需56,783立米（対前年比85.1％）であ
り、官民ともに低水準で推移しており厳しい状況が続い
ている。
コンクリート製品製造業
11月度の出荷トン数は7,988トンで対前年度比66.5％と
なった。出荷量が前年度より増加した地区はなく、大隅
地区においては対前年度比53.9％となった。本来であれ
ば秋口から出荷量が増えてくるのだが、その兆しすら感
じられない。公共工事における11月度の受注も低調に推
移した。
機械金属工業
特段の変化は見られない。
仏壇製造業
海外製品輸入内訳（主たる輸入国：ベトナム、中国、タ
イ等）は、平成20年８月20,339本、９月19,789本、10月
24,419本、累計209,027本。
印刷業
景気の悪化や新卒者の内定取り消しなど、社会情勢的に
も不穏な情報ばかりが飛び交い、本来あるべき歳末の賑
やかな活況とは程遠い感じのこのごろである。業界的に
も一番の繁忙期であるはずのこの時期に、風評被害とも
言うべきものも少なくなく、せめてモラルの低下だけは
無いように気をつけたいものである。
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非 製 造 業
卸売業
世界恐慌の懸念と個人消費の停滞に加えて、寒暖の日
が交差して年末消費の見通しが不透明な中、総需要が
停滞するのは確実である。商戦としては、年末年始に
かけて強気の対策が必要と思われる。
中古自動車販売業
現状は厳しさを増しており、今後が懸念される。組合
員の動向が非常に心配である。
青果小売業
前年同月比98.6％、前月比81.0％。
農業機械小売業
生産品目の価格動向にかかわらず農業収入は増加傾向
を示し、規模が大きいほど高収入となった。しかし、
畜産部門は飼料価格の影響で費用が増加し、全ての部
門で所得の低下となった。また、農機部門では展示会
による売上が例年同時期と比べ減少し、展示会の取り
やめを考えたところも出るほどとなった。今後、農家
への啓蒙が望まれる。
石油販売業
世界経済の後退で原油価格は３年半前の水準に戻った
ものの、石油製品の需要が戻らず業界は大きく減退し
ており厳しい局面にある。
鮮魚小売業
食事のできる鮮魚店を探しにテレビ局の方が来て、そ
れぞれ特徴のある店舗の９名が実際にテレビで紹介さ
れ、売上も伸びたそうである。機会があれば組合でも
応援するのだが、小売店舗の方々は新聞やテレビ等で
の報道の機会もないのが実状である。元気な「さかな
やさん」がもっと増えてほしいものである。
商店街（霧島市）
11月売上は対前年比で減少の傾向にあるようであっ
た。郊外にあるジャングルパーク跡地にタイヨーを核
店舗とした複合商業施設（フレスポ）がオープンし、
中心部に店舗があったユニクロもそこへ移転した。そ
れぞれ個店の売上確保が厳しい中のオープンとあって
年末商戦にも影響が表れそうである。街中の商店も資
金繰りや後継者の問題など様々抱えている中で、21年
度の廃業も今年以上に出てきそうである。
商店街（薩摩川内市）
マスコミ等で経済状況悪化の話題が出れば、買い控え
も仕方がない。しかし、一部の生活必需品の店では前
年並みというところもある。
商店街（鹿屋市）
11月21日イルミネーション点灯式（まちなかパーク）。

12月17日市民参加クリスマスパーティー等のイベント
による集客を図る。また、11月に１店舗加入。
サービス業（旅館業 /県内）
今月は、PTA連合会の九州ブロック大会、全国商工
会議所観光振興大会などが開催され、個人の宿泊客も
三連休が２回あったことなどから概ね好調だったよう
であるが、全体的に見ると微増にとどまっている。ま
た、忘年会、新年会や年末年始の宿泊が見込まれる12
月から１月にかけての宴会や宿泊の予約の出足が鈍
く、懸念されている。
サービス業（美容業）
経費増加により収益が落ち込み、資金繰りも悪化して
きている。顧客の来店周期が伸びており、当業種もい
わゆる「不況業種」の一つであると考えている。
旅行業
紅葉の見頃の時期を迎え、国内紅葉スポットへの旅客
の動きが11月は幾分活発化し、売上対前月比はわずか
ながら増加したものの対前年度比は約14％の減少とな
り、非常に厳しい現状が数字となって表れている。冬
休み期間の旅行客増加が期待されるところである。
自動車分解整備・車体整備業
11月は大きく減少した。また、資金繰りを急ぐ相談も数
件あり、業界の景況が悪化していることが感じられる。
内装工事業
11月のラベル売上数は、カーテンラベル対前年同月比
41.2％で大幅に減少、壁装ラベルも対前年同月比
83.8％で減少、じゅうたん等ラベルは対前年同月比
129.5％で増加となった。11月末ラベル総売上枚数で
みると、昨年より４割減となっている。年末・年度末
に向けて、さらに悪化が懸念される。
建設業（鹿児島市）
受注競争が激化し、受注量も減少している。
建設業（出水市）
公共工事発注者の評価方法・入札方式の変更が多く、
対応が厳しい。また、過当競争が見られる。
貨物自動車運送業
11月に入り、原油価格の下落で燃料価格がかなり下
がってきた。サーチャージでの運賃値上げの要請をし
ていたが、この下落で荷主から運賃値下げの相談が来
ている。
運輸業
11月中、売上の変動は特にはなかった。12月の繁忙期
に期待しているところである。
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【編集後記】
　今月初旬、いづろ通りの新アーケードが完成し、取材に行ってきま
した。最近、マスコミ等では厳しい経済状況の話題が多いですが、こ
の日は多くの人が集まり活気にあふれていました。その中で、通りの
各店舗では年末年始に向けての準備も進んでいるようでした。
　私も今年の５月号からこの「中小企業かごしま」を担当し、早くも
12月号になりました。毎回どのような原稿にするか皆様の手元に届く
時を想像しながら作成しています。
　これからも一生懸命頑張りますので、来年も宜しくお願い致します。
　皆様にとって来年が良い年でありますように・・・。
 （東）

中央会関連主要行事予定

中央会関連主要行事予定

労働契約法に関する相談受付の案内

　就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決
定・変更されるようになり、個別労働紛争が増えてい
ます。このような中で、平成20年３月１日に「労働契
約法」が施行され、労働契約についての基本的なルー
ルがわかりやすい形で明らかにされました。これによ
り、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、個
別の労働関係が安定することが期待されます。
　当中央会において、この労働契約法に関するご相
談に専門家が応じておりますので、お気軽にお問い
合せ下さい。また、中央会ホームページ http://www.
satsuma.or.jp/ では、労働契約法パンフレット及び相
談用の申込書を掲載しておりますので、是非ご参照
下さい。

１
月

５日（月） 仕事始め

６日（火）
10：00

中央会年始会
　鹿児島市「鹿児島サンロイヤルホテル」

９日（金）
９：30

組合情報担当者研修
　鹿児島市「南日本マイクロコンピュータ㈱」

19日（月）
15：00

創業・連携・経営革新セミナー
　鹿児島市「パレスイン鹿児島」

21日（水）
14：00

事務局代表者講習会
　鹿児島市「マリンパレスかごしま」

27日（火）
13：30

総合自治監査講習会
　鹿児島市「ホテルウェルビューかごしま」

奄美信用組合
理事長　安　忠雄

〒894-0025 奄美市名瀬幸町６番５号
TEL 0997-52-7111
FAX 0997-53-5211

郷土の暮らしを見つめる
し　ま
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